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Ⅰ 総 論 

１ 目的 

    次世代育成を迅速かつ重点的に推進するため制定された次世代育成支援対策推

進法に基づき、本市では「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計

画」を平成１７年２月に策定（平成１７年４月施行）しました。その後、５年ご

とに見直しを行いながら、子育てをしやすい職場環境づくりや、仕事と生活の両

立の実現に向けた取り組みを進めてきました。 

一方、平成２７年９月には、女性が職業生活において希望に応じて十分に能力

を発揮し、活躍できる環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）が制定され、平成２８年４月

に「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」を策定しました。 

令和２年４月 1 日からは両行動計画を効果的・効率的に推進するため、行動計

画を一体化し、「次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく西尾市

特定事業主行動計画」を策定し取り組みを進めてきましたが、計画期間が終了し

たことを受け、これまでの実施状況などを踏まえ新たな計画を策定しました。 

本計画は、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズ

に即した環境整備、男女を問わずその能力を十分発揮できる職場づくりを計画的

かつ着実に進めるために策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法 
平成 17 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法 

平成 27 年 4 月 1 日から 10 年間延⻑ 

令和 7 年 4 月 1 日から 10 年間延⻑ 

女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律 
平成 28 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法 

令和 8 年 4 月 1 日から 10 年間延⻑ 

行動計画策定指針 

市町村行動計画 
⻄尾市こども計画 

特定事業主行動計画 

行動計画策定指針 

市町村推進計画 
第５次男女共同参画プラン 

特定事業主行動計画 

一体で策定 
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２ 計画期間 

   令和７年４月１日から令和１１年３月３１日までの４年間 

     

３ 計画の推進体制 

  (1)  次世代育成支援対策及び女性職員の活躍を効果的に推進するため、各部局に

おける人事担当者や女性活躍に関する業務担当者等を構成員とした行動計

画策定・推進委員会を設置する。 

  (2)  職員に対して、次世代育成支援対策及び女性活躍に関する情報提供等を実施

する。 

  (3)  啓発資料を作成し、行動計画の内容を周知する。 

(4)  毎年一回、前年度の取組状況や目標に対する実績等について公表する。 

 

Ⅱ 把握項目の状況 

１ 採用試験受験者に占める女性の割合及び採用した職員に占める女性の割合 

事務職では受験者に占める女性の割合が前計画目標値45％に近づいているが、

消防職は前計画目標値20％には遠く及ばなかった。職種別にかなり偏りがある。

その職種の特性もあると考えられるが、受験希望者が性別等関係なく受験できる

よう、幅広い採用活動を更に進めていくことが重要である。 

（令和６年４月１日採用） 

区分 
事務職 保育・教諭職 技術職 労務職 医療職 消防職 合計 

応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 応募 採用 

全体 289人 27人 35人 18人 27人 8人 2人 1人 63人 31人 66人 7人 482人 92人 

男性 167人 18人 3人 0人 9人 5人 2人 1人 16人 5人 60人 7人 257人 36人 

女性 122人 9人 32人 18人 18人 3人 0人 0人 47人 26人 6人 0人 225人 56人 

女性 

割合 
42.2% 33.3% 91.4% 100% 66.7% 37.5% 0.0% 0.0% 74.6% 83.9% 9.1% 0.0% 46.7% 60.9% 

  

２ 平均した継続勤務年数の男女の差異 

（令和６年４月１日現在） 

区分 男性 女性 男女の差 

人数 ７９０人 ８５７人 ６７人 

平均継続勤務年数 １７．２年 １３．４年 ３．８年 
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３ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間及び超過勤務を命じるこ

とができる上限を超えて命じられて勤務した職員数 

   目標値を超えて勤務している職員が存在している状況である。全職員が目標

値を超えることのないよう、時間外勤務の縮減に努めることが重要である。 

（令和５年度） 

区分 超過勤務時間数 職員１人当たり 
上限目安時間（月４５
時間）を超えて勤務し
た職員数 

４月 １３，２００時間 １０．７時間 ４５人 

５月 １４，３９４時間 １１．６時間 １９人 

６月 １０，３１６時間 ８．３時間 １７人 

７月 １１，４４０時間 ９．２時間 ８人 

８月 ９，５５５時間 ７．７時間 ６人 

９月 １２，４７４時間 １０．１時間 １３人 

１０月 １２，２９５時間 ９．９時間 ２４人 

１１月 １１，４２０時間 ９．２時間 １３人 

１２月 １４，０８８時間 １１．４時間 １２人 

１月 １９，０６０時間 １５．４時間 ７０人 

２月 １２，６５５時間 １０．２時間 １７人 

３月 １２，８３９時間 １０．４時間 ２３人 

計 １５３，７４６時間 １２４．２時間 ２６７人 

内、年間３６０時間を超えて勤務した職員数 ３３人 

※対象人数は、時間外勤務手当等支給者 １，２３８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

  前計画目標値である15％を達成してはいるものの、国が目標として掲げている

女性職員割合（課長級22％、部次長級14％）には届いていない。女性職員の登用

推進のための取組を継続していく必要がある。 
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                      （令和６年４月１日現在） 

区分 
全体 男性 女性 

人数 人数 割合 人数 割合 

部長級 ２４人 ２４人 ９５．５％ ０人 ０.０％ 

次長級 １８人 １５人 ８３．３％ ３人 １６．７％ 

課長級 ９１人 ７４人 ８５．７％ １７人 １８．７％ 

管理職計 １３３人 １１３人 ８５．０％ ２０人 １５．０％ 

 

５ 役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

【女性職員の割合】                      （令和６年４月１日現在） 

区分 
全体 男性 女性 

人数 人数 割合 人数 割合 

部長級 ２４人 ２４人 ９５．５％ ０人 ０.０％ 

次長級 １８人 １５人 ８３．３％ ３人 １６．７％ 

課長級 ９１人 ７４人 ８５．７％ １７人 １８．７％ 

課長補佐級 １３５人 ８４人 ６２．２％ ５１人 ３７．８％ 

主任主査級 １２１人 ７２人 ５９．５％ ４９人 ４０．５％ 

主査級 ２９０人 １６２人 ５５．９％ １２８人 ４４．１％ 

 

【女性職員の伸び率】                         （各年４月１日現在） 

区分 
令和４年 令和５年 令和６年 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 伸び率 

部長級 1 人 4.2% 1 人 4.2% 0 人 0.0% -4.2% 

次長級 3 人 16.7% 2 人 12.5% 3 人 16.7% - 

課長級 19 人 19.0% 19 人 19.8% 17 人 18.7% -0.3% 

課長補佐級 41 人 31.1% 46 人 34.8% 51 人 37.8% 6.7% 

主任主査級 49 人 41.5% 48 人 42.5% 49 人 40.5% -1% 

主査級 117 人 41.5% 119 人 42.0% 128 人 44.1% 2.6% 

 

６ 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況  

  前計画目標値である育児休業取得率（男性職員13％、女性職員100％）は達成

している。しかし、令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」にお

いて、一般行政部門の男性の育児休業取得率の政府目標を2025年までに１週間以

上の取得率85％、2030年までに2週間以上の取得率85％に引き上げることとされ

たため、西尾市の目標値も更なる引上げが必要となる。なお、取得期間について
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は取得者のほとんどが２週間以上取得している。 

（令和５年度） 

区分 男性 女性 

対象人数 ２８人 ４９人 

取得人数 ９人 ４９人 

取得率 ３２．１％ １００％ 

取
得
期
間
の
分
布
状
況 

２週間未満 １人 ０人 

２週間以上１月以下 １人 ０人 

１月超～６月以下 ７人 ０人 

６月超～１年以下 ０人 ６人 

１年超～２年以下 ０人 １５人 

２年超 ０人 ２８人 

 

７ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得期間の分布状況 

     前計画目標値である休暇取得率100％には届かず、特に子の養育休暇の取得率

が半数に満たない結果となった。個別の状況もあると考えられるが、男性職員

が早い時期に育児に携わることは、今後も長く続く子育てに能動的に関わる契

機となるだけでなく、組織経営上も多様な人材を活かすマネジメント力を向上

させることにつながるため、今後も取得率の向上に取り組んでいく。 

     また、国の各府省等が「5日以上」の取得割合を100％と設定していることか

ら、西尾市においても数値目標を設定する。 

（令和５年度） 

 区分 介添休暇 子の養育休暇 

対象人数 ２８人 ２８人 

取得人数 １８人 １３人 

取得率 ６４．３％ ４６．４％ 

取
得
期
間
の
分
布
状
況 

１日以下 ３人 ０人 

１日超～３日以下 １５人 ３人 

３日超～５日未満 ０人 １人 

５日 ０人 ９人 

合計５日以上取得人数・取得率 １０人 ・ ３５．７％ 

※配偶者出産休暇：介添休暇（西尾市） 

※育児参加のための休暇：子の養育休暇（西尾市） 
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８ セクシュアルハラスメント等対策の整備状況 

 （令和６年度） 

 区分 対策の整備状況 

関係法令 西尾市職員ハラスメントの防止等に関する要綱 

相談窓口 第三者に相談できる電話相談・Ｗｅｂ相談及び総合政策部人事課・市民病

院・消防本部・公平委員会内に設置 

研修等 ハラスメント研修やセクハラ・パワハラを含めた人権研修の実施 

 

９ 職員の女性割合 

  前計画目標数値である、消防職員における女性割合3％には届いていない。しか

し、消防職への女性の受験者は増加傾向にあり、採用につながるよう更に取組を進

めていく。 

（令和６年４月１日現在） 

区分 事務職 
保育・ 

教諭職 
技術職 労務職 医療職 消防職 合計 

全体 546人 297人 201人 44人 439人 206人 1,733人 

男性 354人 11人 141人 29人 119人 203人 857人 

女性 192人 286人 60人 15人 320人 3人 876人 

女性割合 35.2% 96.3% 29.9% 34.1% 72.9% 1.5% 50.6% 

 

10 年次有給休暇の平均取得日数（経年比較） 
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11 女性の健康上の特性に係る取組の状況 

  

取組 内容 

婦人科検診の受診に対する支援 職員の健康診断で婦人科検診を追加受診可能（自己負担あ

り）とすることで、受診しやすい環境をつくっている。 

女性の健康上の特性に配慮した休暇

制度の整備 

病気休暇、出生サポート休暇（不妊治療のための休暇）を

設けている。 

女性の健康上の特性に配慮した柔軟

な働き方を可能とする制度の整備 

時差出勤、フレックスタイム制、週休 3 日制を導入してい

る。 

 

 

Ⅲ 次世代育成支援対策推進法に関すること 

１ 具体的な目標 達成年度：令和 10 年度 

 

 

 ・男性職員：85％ 女性職員：100％ 

 

 

・1 月につき 45 時間以内、1 年間につき 360 時間以内 

（他律的業務に従事する職員を除く） 

 ・1 月につき 100 時間以内、1 年間につき 720 時間以内 

（他律的業務に従事する職員） 

 ※他律的業務…業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定する

ことが困難な業務 

 

 

 ・年間 20 日 

 

２ 具体的な取組内容 

（項目の※は女性活躍推進法に関することとの重複を示す） 

 

  (1)妊娠中及び出産後における配慮 

具体的な内容 実施時期 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休

暇等の制度について周知を図る。 
継続実施 

目標① 育児休業の取得率 

目標② 各職員の超過勤務時間数 

目標③ 職員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数 
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② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図る。 継続実施 

③ 妊娠中の職員の健康や安全の観点から業務分担、超過勤務等

に配慮する。 
継続実施 

 

 

  (2)男性の育児に伴う休暇・休業の取得促進（※） 

具体的な内容 実施時期 

① 対象職員への周知 

 

すべての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の特

別休暇並びに育児休業、部分休業及び育児短時間勤務（以

下「育児休業等」という）の取得促進について周知を図る。 

継続実施 

② 職場環境の醸成 

 所属長が、子どもの出生が見込まれる男性職員に対して

面談を行い、育児休業等の勧奨や取得計画、業務分担の変

更等を調整し、男性職員が安心して育児休業等を取得で

きるよう配慮する。 

継続実施 

 

 

  (3)育児休業等を取得しやすく、育児休業後に職場復帰しやすい環境の整備等 

具体的な内容 実施時期 

① 育児休業等の周知 

ア 育児休業等の制度の趣旨を周知し、職場の意識を高める。 継続実施 

イ 研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。 継続実施 

② 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

 育児休業等の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部

署において業務分担の見直しを行う。 
継続実施 

③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

 育児休業からの復帰に際して、休業期間中の職務に関する

情報等を提供し、本人の意欲・能力を活かしながら働くこ

とができるよう、適切な支援を行う。 

継続実施 

④ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

 育児休業等を取得した職員の業務を遂行することが困難な

ときは、会計年度任用職員等の活用等による適切な代替要

員を確保する。 

継続実施 

⑤ 男女がともに仕事と子育てを両立できる環境の整備 
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ア 将来の女性幹部職員を養成するための研修に女性職員を派

遣し、キャリア形成を支援する。 
継続実施 

イ 子育て中の職員が仕事と子育てを両立しつつ、適切なキャ

リアを形成できるよう研修等を実施し、意識啓発を行う。 
継続実施 

 

 

  (4)柔軟な働き方を実現するための取組の実施（※） 

具体的な内容 実施時期 

① 働きやすい環境整備の促進を目指し、公務における時差出勤や

フレックスタイム制、週休 3 日制を導入する。 
令和 8 年度 

 

  (5)超過勤務の縮減 

具体的な内容 実施時期 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤    

務の制限に関する制度の周知 

 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の職業

生活と家庭生活の両立を支援するため、深夜勤務及び超過

勤務を制限する制度について周知徹底を図る。 

継続実施 

② 事務の簡素化の促進 

ア 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等

について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との

関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。 

継続実施 

イ 会議・打合せについては、極力電子メール、電子会議等を

活用する等、スマートミーティング運用方針に則って、可

能な限りスマート化する。 

継続実施 

ウ 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 継続実施 

③ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

ア 部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当部局等で把

握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職に注意喚

起を行う。 

継続実施 

イ ノー残業デーの実施を通じて、職員への意識啓発を図る。

やむを得ず時間外勤務をする場合は、人事担当部局等に報

告をさせ、時間外勤務の適正な管理を図る。 

継続実施 
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  (6)休暇の取得の促進 

具体的な内容 実施時期 

① 年次休暇の取得の促進 

ア 定期的に休暇の取得促進を図り、職場の意識を高める。 継続実施 

イ 人事担当部局等による取得状況の確認を行い、取得率が低

い部署の管理職に注意喚起を行う。 
継続実施 

ウ 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計

画的な年次休暇の取得促進を図る。 
継続実施 

エ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理に

おいて相互応援体制を徹底する。 
継続実施 

② 連続休暇の取得の促進 

ア 週休日、国民の祝日、夏季休暇とあわせた年次休暇の取得

促進を図る。 
継続実施 

イ ゴールデン・ウィークやお盆期間における公式会議の自粛

を行う。 
継続実施 

③ 子ども・家族とのふれあいのための特別休暇等の取得の促進 

ア 子ども又は孫の学校行事等における特別休暇等の取得促進

を図る。 
継続実施 

イ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日に

おける年次休暇の取得促進を図る。 
継続実施 

④ 子ども又は孫の看護のための特別休暇等の取得の促進 

 子ども又は孫の看護休暇等の特別休暇を周知し、取得しや

すい職場環境を作る。 
継続実施 

 

 

  (7)職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

具体的な内容 実施時期 

① 研修等を通じ、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識

等の是正についての意識啓発を行う。 
継続実施 

② セクシュアルハラスメント、メンタルヘルスに関する情報の

提供や電話等による外部相談窓口を設置し、周知を図る。 
継続実施 
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  (8)その他の次世代育成支援対策に関する事項 

具体的な内容 実施時期 

① 子育てバリアフリー 

 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応

接対応等のソフト面でのバリアフリーに努める。 
継続実施 

② 子どもとふれあう機会の充実 

 互助会行事等のレクリエーション活動の実施にあたって

は、職員の子どもを含めた家族が参加できるよう配慮す

る。 

継続実施 

 

 

Ⅳ 女性活躍推進法に関すること 

１ 具体的な目標 達成年度：令和 10 年度 

 

 

 ・採用試験の受験者における女性割合 事務職：50％ 消防職：20％ 

 

 

 ・消防職員における女性割合：5％ 

 

 

 ・男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇（介添休暇・子の

養育休暇）の取得率：100％ 

 ・男性職員の子どもの出生時における父親の特別休暇合計 5 日以上の取

得率：100％ 

 ・男性職員の育児休業取得率：85％ 

 

 

 ・管理職における女性割合：20％ 

 

２ 具体的な取組内容 

（項目の※は次世代育成支援対策推進法に関することとの重複を示す） 

 

 

 

目標① 女性の採用試験受験者の拡大 

目標② 消防職員の女性割合の拡大 

目標③ 男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進 

目標④ 女性職員の登用推進 
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  (1)女性の採用試験受験者の拡大 

具体的な内容 実施時期 

① 採用説明会等でのＰＲ活動 

 学生を対象とした就職ガイダンス等を活用し、女性にとっ

ても働きやすい職場であることをＰＲし、採用試験の女性

受験者の拡大を図る。女性技術職員にガイダンスへ出席し

てもらう等、女性割合が低い職種のＰＲも積極的に行う。 

継続実施 

② 広報媒体の活用 

 優秀な人材を幅広く採用できるよう、職員募集案内、広報、

ホームページ等で女性が活躍できる職場であること、職務・

職員の魅力等を伝えるための積極的な広報活動を実施す

る。 

継続実施 

③ インターンシップへの参加の呼びかけ 

 インターンシップを実施するにあたり、大学の事前説明に

おいて男女の区別なく参加者を募り、積極的なＰＲに努め

る。 

継続実施 

 

  (2)消防職員の女性割合の拡大 

具体的な内容 実施時期 

① 施設の改善 

 消防本部・消防署において、女性専用の更衣室、仮眠

室、浴室等の整備を行い、女性消防職員を受け入れる施

設環境の充実、改善に努める。 

継続実施 

② 女性活躍の重要性への理解促進 

 女性消防職員の活躍推進を組織的に実施していくため、男

性消防職員に対して研修等を行い、女性の活躍推進につい

て理解を深める。 

継続実施 

 

 (3)男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進（※） 

具体的な内容  実施時期 

① 対象職員への周知  

 

すべての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の特

別休暇並びに育児休業、部分休業及び育児短時間勤務（以

下「育児休業等」という）の取得促進について周知を図る。 

継続実施 
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② 職場環境の醸成  

 所属長が、子どもの出生が見込まれる男性職員に対して面

談を行い、育児休業等の勧奨や取得計画、業務分担の変更

等を調整し、男性職員が安心して育児休業等が取得できる

よう配慮する。 

継続実施 

 

 (4)女性職員の登用推進 

具体的な内容 実施時期 

① 意欲等の把握と適材適所の人員配置 

 女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力の

把握に努めるとともに、その能力を十分発揮できるよう適

材適所の人員配置に努める。 

継続実施 

② キャリア形成を意識した人員配置 

 キャリア形成を意識した人員配置に努め、女性職員の能力

開発や意識向上を図る。 
継続実施 

③ 能力を発揮できる業務配分 

 女性職員の職域拡大と多様な職務を経験できるよう配慮

し、女性職員の担当業務を財務、庶務担当などに固定化し

ないで、個々の能力を発揮できるような業務の配分を行う。 

継続実施 

④ 研修への継続的な派遣 

 将来の女性幹部職員を養成するための研修に女性職員を継

続して派遣し、キャリア形成やマネジメント能力の向上を

支援する。 

継続実施 

⑤ 先輩職員との交流機会の提供 

 管理職の女性職員や育児経験のある女性職員等と交流する

機会を提供し、職務上の悩みや仕事と家庭の両立等の相談

体制を充実させる。 

継続実施 

 

 

(5)育児や介護を担う職員への仕事と家庭の両立に関する取組み 

具体的な内容 実施時期 

① 両立支援制度の周知  

ア 

育児のための両立支援ハンドブックを作成し、ポータルサ

イトで常時閲覧できる状態にする。ポータルサイトが閲覧

できない職員へは個別に対応する。 

継続実施 
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イ 

介護のための両立支援ハンドブックを作成し、ポータルサ

イトで常時閲覧できる状態にする。ポータルサイトが閲覧

できない職員へは個別に対応する。また、家族に介護が必

要となった職員に対し、相談体制を整え、適切に制度が利

用できるようにする。 

令和７年度 

 

(6)柔軟な働き方を実現するための取組の実施（※） 

具体的な内容 実施時期 

① 働きやすい環境整備の促進を目指し、公務における時差出勤や

フレックスタイム制、週休 3 日制を導入する。 
令和 8 年度 

 


